                                                               　
第１号様式 
                                                　　　　年　　月　　日
山口県知事　　　　   様
申請者
住所又は所在地

氏名又は名称及び代表者氏名

（使用責任者）
氏名         　電話番号

　             行政財産（山口県政資料館）使用許可申請書

次のとおり山口県政資料館を使用したいので、許可されるよう申請します。

	使用の目的
	

	使用人数
	       名

	使用期間
及び時間
	　　    年　　月　　日（　　）  　　時　　分から
　　    年    月    日（　　）      時    分まで

	使用施設
	 □議場（夢交流ホール）    　  □傍聴席
 □議員控室（きらら倶楽部）    □新聞記者室
 □給湯室　　　　　　　　　　　□その他（             ）

	使用設備等
	□プロジェクター  　　　　    □スクリーン
□マイク設備                  □アップライトピアノ
□スポットライト（　基）      □ライトアップ設備
□展示用パネル（　枚）        □展示台（　台）
□パイプ椅子（　　脚）        □会議机（　個）
□その他（　　　　　）        □冷房設備
□暖房設備 

	電気器具等の
持込
	 有【器具名　　　　　　（　　ｋｗ）】　    無
   【器具名　　　　　　（　　ｋｗ）】   

	料金等領収
	 有（１人当たりの最高額　　　　円） ・  無

	

	



（注）使用目的の欄には、催し物の名称及び内容を具体的に記入すること。


第２号様式
                                                　　　　年　　月　　日

管　財　課　長　　様
（申請者）
所　属

代表者

県政資料館使用承認申請書

県政資料館を使用したいので、下記のとおり申請します。

記

	使用目的
	

	使用人数
	       名

	使用期間
及び時間
	　　    年　　月　　日（　　）  　　時　　分から
　　    年    月    日（　　）      時    分まで

	使用施設
	 □議場（夢交流ホール）    　  □傍聴席
 □議員控室（きらら倶楽部）    □新聞記者室
 □給湯室　　　　　　　　　　　□その他（   　　　    ）

	使用設備等
	□プロジェクター  　　　　    □スクリーン
[bookmark: _GoBack]□マイク設備                  □アップライトピアノ
□スポットライト（　基）      □ライトアップ設備
□展示用パネル（　枚）        □展示台（　台）
□パイプ椅子（　　脚）        □会議机（　個）
□その他（　　　　　）        □冷房設備
□暖房設備 

	責任者
連絡先
	 氏　名
 電　話

	その他参考
事項　　　
	



注）１  該当項目の□欄にチェックすること。
２  正副２部提出すること。
３  資料館は重要文化財であり禁煙とする。
４  使用後は戸締まり、机椅子等は原状に復して資料館事務局の点検を
受けること。

第３号様式（表）
指令　　　　第　　　　号

行政財産（山口県政資料館）使用許可書

住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
氏名(法人にあっては、その名称)

 　　　　年　　月　　日付けで申請のありました行政財産の使用については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定により、下記の条件を付して許可します。
なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、山口県を被告（この場合において、山口県知事が被告の代表者となります。）として提起することができます。

      　　　　年　　月　　日

山口県知事     氏　　　名　　印

                                  記
１　使用許可する行政財産（以下「財産」という｡）、使用の目的、使用許可期間及び使用料は、次のとおりです。ただし、使用料等の条件を変更する場合は、行政財産使用許可変更通知書で通知する。
	
 使用を許可する
 行政財産

	所在
	

	
	種類
	

	
	地目又は構造
	

	
	使用数量
	

	使用の目的
	

	
使用許可期間

	年　月　日から
年　月　日まで

	
使用料

	                 　　　　円
(うち消費税及び地方消費税の額　　円)




第３号様式（裏）

２　使用者は、財産を使用する目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、若しくはその権利を譲渡することはできません。
３　使用料及び賃借料は、知事が発行する納入通知書により、指定期日までに指定する場所に納入してください。
４　既に納付した使用料は、県の都合により使用者が財産の全部若しくは一部を返還した場合又は財産管理者である山口県総務部長（以下「財産管理者」という。）が使用者の責めに帰することができない理由により財産の全部若しくは一部の使用ができなくなったと認める場合のほかは、これを還付いたしません。
５　使用者は、財産を善良な管理者の注意をもつて維持管理してください。
６　使用者は、財産を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその状況を財産管理者に報告するとともに、財産管理者の指示に基づき、使用者の負担においてこれを原状に復旧し、又はその損害を賠償しなければなりません。
７　財産管理者は、次のいずれかに該当するときは、この許可を取り消すことがあります。この場合において、許可の取消しにより使用者に損失が生じた場合においても、県はその損失を補償しません。
 (1)  県において財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
 (2)  使用者が２、３、又は５の定めに違反したとき。
 (3)  財産管理者が財産管理上特に必要があると認めるとき。
８　使用者は、７により許可の取消しを受けたとき又は財産の使用許可期間が満了したときは、原状に復して財産管理者の確認を受けなければなりません。




第４号様式
指令     第        号

行政財産（山口県政資料館）使用不許可決定書

住　所

氏　名

       年　　月　　日付けで申請のありました県政資料館の使用については、以下の理由により許可できません。
なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、山口県を被告（この場合において、山口県知事が被告の代表者となります。）として提起することができます。

          年　　月　　日

山口県知事    氏　　　　名　　印


記

１　不許可の理由




第５号様式
                                                　　　　年　　月　　日

          　　　　　    様

                                           　　　 管　財　課　長　

県政資料館使用承認書

    　　年　　月　　日付けで申請のあった県政資料館の使用について、下記の条件を付して承認します。

                                 記

	使用日
	
        年　　月　　日から
                            （　　日間）
        年　　月　　日まで


	使用時間
	
        時    分から

        時    分まで


	使用目的
	


	条件
	











第６号様式
                                                　　　　年　　月　　日

          　　　　　    様

管　財　課　長　

県政資料館使用不承認通知書

   　　年　　月　　日付けで申請のあった県政資料館の使用については、下記の理由により承認できません。

                                 記

	使用日
	
        年　　月　　日から
                            （　　日間）
        年　　月　　日まで


	使用時間
	
        時    分から

        時    分まで


	使用目的
	


	承認できない
理由
	










第７号様式
                                                 指令     第        号

行政財産（山口県政資料館）使用許可変更通知書

住　所

氏　名

       年　　月　　日付け指令　　　　号による行政財産使用許可について、下記のとおり変更します。
なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、山口県を被告（この場合において、山口県知事が被告の代表者となります。）として提起することができます。

          年　　月　　日

山口県知事　　　氏　　　名　　　印

                                 記
１　変更する内容等
	変　　　更　　　前
	変　　　更　　　後

	



	





２　変更する理由




第８号様式

山口県政資料館使用変更届

                                                　　　　年　　月　　日

   　　　　　　　　　  様
（届出者）
郵便番号
住　　所
氏　　名                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）
氏名         　電話番号

    　　年　　月　　日付けで使用許可（承認）のあった県政資料館の使用について、下記のとおり変更したいので届け出ます。

                                   記

１　変更する内容等
	変　　　更　　　前
	変　　　更　　　後

	



	






２　変更する理由






注　届出者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。


第９号様式
                                                 指令     第        号

行政財産（山口県政資料館）使用許可取消通知書

住　所

氏　名

        年　　月　　日付け指令　　　　号で使用の許可をした行政財産について、下記のとおりその使用許可を取り消します。
なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、山口県を被告（この場合において、山口県知事が被告の代表者となります。）として提起することができます。

          年　　月　　日

                                    山口県知事　　　氏　　　名　　印

                                 記

	
 使用許可を取り
 消す行政財産

	所在
	

	
	種類
	

	
	地目又は構造
	

	
	使用数量
	

	
使用許可取消年月日

	
          年　　月　　日

	
許可を取り消す理由

	


	
使用取消後の措置

	





第１０号様式

山口県政資料館使用中止届

                                                　　　　年　　月　　日

   　　　　　　　　  様
（届出者）
                                     郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　   住　　所
                                     氏　　名                    　
（担当者）
氏名         　電話番号


    　　年　　月　　日付けで使用許可（承認）のあった県政資料館の使用について、下記のとおり使用を中止したいので届け出ます。

                                   記

	
許可（承認）年月日

許可（承認）番 号 

	
  　　      年（　　　年）      月     日

　指令　　第　　　号　（　　管財第　　　　号）


	
使用中止の理由

	



	
使用許可の日時

	
  　　      年　　月　　日      時から

  　　      年　　月　　日      時から

	
使用許可施設

	１　議場（夢交流ホール）    ４  新聞記者室
２  傍聴席                  ５  給湯室
３  議員控室（きらら倶楽部）６  その他（　　　）


注　届出者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。



第１１号様式

貸出施設使用料減免申請書

                                                　　　　年　　月　　日

財産管理者
山口県総務部長 　 様
（申請者）
郵便番号
住　　所
氏　　名                       
（担当者）
氏名         　電話番号


下記のとおり貸出施設の使用料の減免を受けたいので、山口県政資料館管理要領第２０条第２項の規定により申請します。

記

	使用の内容
（できるだけ詳しく）
	




	使用の日時
	  　　     年     月     日（　）      時から

  　　     年     月     日（　）      時まで

	使用する施設
	１　議場（夢交流ホール）     ４  新聞記者室
２  傍聴席                   ５  給湯室
３  議員控室（きらら倶楽部） ６ その他（ 　　）

	申　　請    の
理　　　　　由
	





注　申請者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地
並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
第１２号様式

貸出施設使用料・設備機器賃借料還付申請書

                                                　　　　年　　月　　日
      
山口県知事　　　　　  様
                                  （申請者）
                                    郵便番号
                                    住　　所
                                    氏　　名                                                                            （担当者）
氏名         　電話番号
 
下記のとおり貸出施設の使用を中止し、貸出施設及び設備機器賃借料の還付を受けたいので山口県政資料館管理要領第２１条第３項の規定に基づき申請します。
還付金は、下記の口座に振り込んでください。
記
	許可年月日
（許可番号）
	  　　     年（　　　　 年）      月      日
  （指令　　第　　　　　号）

	
使用中止の理由

	



	使用許可日時
	  　　    年　　月　　日（　）    時　～ 　 時

	使用許可施設
	

	既納入金額
	使用料            円   設備機器賃借料 　      円

	還付申請額
	使用料            円   設備機器賃借料 　      円

	還付方法
（口座振込）
	
金融機関

	           銀行
           信用金庫　        支店
           組合     　     （支所）

	
	預金の種別
及　び
口座番号
	  １  普通預金
  ２  当座預金   Ｎｏ
  ３  別段預金

	
	口座名義人
（カタカナ）
	



注　申請者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。

第１３号様式

施設、設備又は備品等損傷届出書

                                                　　　　年　　月　　日
庁舎管理者
山口県総務部長　  様
                               （届出人）
                                 団体名
      　　　　                     使用責任者名                    
住　　所
                                   電話番号

次のとおり施設、設備又は備品等を損傷したので届け出ます。
なお、修復又は損害賠償については、施設管理者の指示に従います。

	使用した
施設
	


	損傷した施設、
設備又は備品等
	


	 
損傷の状況、
理由等


	








	＊　処　　理




	







備考　＊の欄は記入しないでください。

                                    　現場確認者氏名　　　　　　　　　

